
「住民自治の確立」「地方分権の推進」「市民と行

政との協働」最近では「三位一体改革」という言葉

が、住民の方々にも届いていることと思います。こ

れらの言葉に代表されるように、地方自治体を取り

巻く環境は、この数年間に、実にめまぐるしく、激

しく変化し続けています。

そんな折、つい最近のことですが、市民相談セン

ターの窓口に来られたある市民の方から「『三位一体

改革』の『三位』とは『国、地方と住民』のことで

すか？」とのご質問を受けました。市民相談センタ

ーという窓口にいますと、市役所は、どんな分野・

範囲の仕事を、どんな権限・仕組みの中で実施して

いるのか、全くわからないとお考えの市民の方が多

いことに気付かされます。

市民の方々は、「自分のまちで何が行なわれている

のか？何のために、何が変わろうとしているのか？」

知る必要と、知る権利をお持ちです。一方で職員は、

「自分が担当する仕事の意義について知ってほしい！

理解してほしい！」との願いと、それを説明する責

任を持っています。消極的な広聴スタイルではなく、

より積極的な広聴スタイルに変更したい。市民の

方々に必要な情報を提供し、内容を知っていただけ

れば、現状でよくある質問や苦情を、少しでも減ら

すこと、改善することが可能になる。そんなことを

実現するために、前向きな「しょくいん出前講座」

実施の計画が進みました。

計画の詳細は詰めきれていなかったものの、歩き

ながら、走りながら、試みを繰り返す中で整理し、

仕上げていこうと決心し、やるからには具体的な目

標を立ててと担当部長からの檄も飛び、年間１００件の

講座開催を目標と定め、年度途中ではありましたが、

平成１７年５月中旬に事業発進しました。

まずは、この事業の趣旨や内容を広くお知らせし、

興味を持っていただくことが重要だと考え、公民館

等で活動する市民の方々に、この事業の趣旨や内容

を理解していただくための営業活動にまわりました。

この出前講座の基本原則は、「１０人以上のグルー

プの要望があれば、休日も時間外も、用意された会

場に、講座一覧（メニュー表）の中から注文のあっ

た講座を、職員が無料で（講座を）お届けする」と

いうものです。

営業活動によって、さまざまな問合せをいただく

ようになったとともに、ＪＲ高槻駅前にある市内百

貨店からは、企業の地域貢献策として、百貨店の中

さまざまな反応とバリエーションの
広がり

歩きながら、走りながらの発進

もっと積極的に伝えていこう
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ってます！ ま ち づ く り  

「しょくいん出前講座」たかつき桃園亭から配達中！

高 槻 市



の場所を無料で提供していただくなどの成果があり

ました。そこで、市が戦略的にテーマを設定した

「駅前しょくいん出前講座」、を百貨店に来店される

市民の方々を対象に、７月、８月、９月、１２月に実

施しました。

（※冒頭の写真は「駅前しょくいん出前講座」の風景）

このような取組の結果、平成１７年度は、１１４件の依

頼を受けることができました。市民の注文を受けて

の出前講座の実施ゆえ、講座のメニューによって希

望頻度の多少や、中には未実施の講座もあり今後の

課題になっています。職員には、この事業を市民に

担当業務をわかりやすく説明し、気持ちの交流も図

るという研修の一環として位置づけています。研修

への参加・取組実績は持ち点として、更なる研修参

加資格等を付与する研修マイレージ制度と連携させ

て、積極的な自己啓発機会と捉えてもらうよう工夫

をしています。

積極的に職員が市民の方々に講座を通じ、メッセ

ージ等の情報を発信できるよう、内容や手法につい

ては随時見直しを図り、この出前講座をさらに充

実・拡大させることが市民にとって、職員にとって

大切であると考えています｡

高槻市市長公室広報広聴室　市民相談センター

ＴＥＬ：０７２－６７４－７１３０ ＦＡＸ：０７２－６７４－７７２２

Ｅ-ｍａｉｌ：ｓｏｕｄａｎ@ｃｉｔｙ.ｔａｋａｔｓｕｋｉ.ｏｓａｋａ.ｊｐ

職員の意識改革と今後の円滑な行政運営を　
求めて　－研修マイレージ制度との連携
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○講座一覧（５月のおすすめメニュー）

高槻市市長公室広報広聴室市民相談センター（問い合わせ：０７２－６７４－７１３０）




